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～平成 23年 9月 27 日からＰＳＣマークがないライター等は販売が禁止されます～

　平成22年 12月 27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、いわゆる使い捨てライターや多目的
ライターの販売規制が開始されました。
　経過措置終了後の平成 23 年 9 月 27 日以降、本体にＰＳＣマークが表示されていないものは販売が禁止されま
す。

1．購入にあたっての注意
　以下のライター等については、本体にＰＳＣマークが表示されていないものは販売が禁止されます。
　ご購入の際には、本体にＰＳＣマークが表示されているかどうか、ご確認ください。
　使い捨てライターや多目的ライター（点火棒）のうち、
　・燃料の容器と構造上一体となっているものであって
　・当該容器の全部または一部にプラスチックを用いたもの
　　※ＰＳＣマークの技術基準では、構造、強度、爆発性、可燃性等製品の安全性を求めるとともに、子どもが
　　　簡単に操作できない幼児対策（チャイルドレジスタンス機能）などを規定しています。

2．使用にあたっての注意
　�子どもの手の届かないところにおきましょう
　　　家の中、車の中にライターを放置せず、子どもの手の届かない場所にきちんと保管しましょう。

　�子どもに触らせず、火遊びの危険性を教えましょう
　　　子どもがライターで火遊びをしているのを見かけたら、すぐに注意してやめさせましょう。
　　　理解できる年齢になったら、家庭や学校で子どもに火遊びの危険性を教えることも大切です。

　�不要なライターはきちんと捨てましょう
　　　ガスが残存するライターの廃棄を原因とするごみ収集車の火災事故等も発生しています。
　　　ガス抜きをするなど自治体のルールに従って正しく廃棄しましょう。

規制に関する情報は、経済産業省の製品安全ガイドホームページをご覧ください。

　　　北海道日本ハムファイターズ
　　　　　　　　　　　交流事業を開催します
　　と　き　12 月 3日（土）
　本町の将来を担う子供たちに夢と希望を育むことと野球技術の向上、木を植樹することで

自然を大切にする心を育てることを目的として、北海道日本ハムファイターズの選手を迎え

ての記念植樹と少年野球教室を開催します。　

　現在、来町される選手については調整中ですが、野球の楽しさや基本技術を分かりやすく

指導します。

　ぜひ、町民の皆さんも会場にお越しいただき、プロ野球選手と子ども達の交流に温かい応

援をお願いします。

　�記念植樹　時　間　11時 30 分から 11 時 45 分
　　　　　　　場　所　かなやま湖畔アオダモの森

　�野球教室　時　間　12時 40 分から 14 時 50 分
　　　　　　　場　所　南富良野高等学校体育館　　　　
　　※記念植樹および野球教室の参加対象は小学校 3年生以上の

　　　児童と中学生です。町教育委員会より別途参加申込みの案

　　　内を行います。　


